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全県インターネット公表

○ 拾得物件の返還に当たっては、遺失物法施行規
則第20条に、遵守すべき確認の方法が定められて
いる。

具体的には、拾得物件と遺失者との対応関係を
確実に確認し、誤返還を防止する観点から、

・ 物件の特徴、遺失の日時等
・ 身分証

をはじめとする事項を複合的に確認しており、どの
ような確認方法が適切かは、物件の性質・状況に
より異なる。

警察本部
物件返還時の運用

落とした物を、下のカテゴリーから選択してください。

○○県　拾得物公表システム

　○○県内で拾われた落とし物が検索できます。
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